
●対象かどうかが分からない場合のプラスチック容器包装の考え方（目安） 
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２．容器又は包装であるかどうか 

１．プラスチックであるかどうか 

３．商品の容器又は包装であるかど

うか 

４．中身の商品と分離した場合に不

要になるものか 

「プラスチック製容器包装」

 

 

 

「燃えるごみ」 

 

又は 

 

「分別収集ごみ」

 

又は 

 

「大型ごみ」 


